
令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

年度

13,100

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

㎥／日 施 設 利 用 率 57.7

　水道料金は、用途別の料金体系で、基本料金と超過料金からなっています。
　基本料金は、基本水量まで水の使用量に関係なく、水道を使用する目的に応じて料金を設定しています。
　超過料金は、基本水量を超えて使用した場合に水の使用量に応じて発生する料金で、使用するほど単価が高く
なる逓増方式となっています。
　平成23年度の改定では、メーター使用料廃止を実施いたしました。その後は消費税率改正に伴う改正のみとなっ
ております。

有 収 水 量 密 度

4
管 路 延 長

供用開始年 月日 昭 和 39 年 8 月 1 日

水 源

施 設 数

※計画給水人口、現在給水人口、有収水量密度は令和5年度末

浄水場設置数

配水池設置数

0
218.9 千ｍ

施 設 能 力

1.2

料金改定年 月日
（ 消 費 税 の み の
改定は含まない）

阿久比町 水道事業経営戦略 

法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

法適用（全部）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

愛知県阿久比町

阿久比町水道事業

計 画 期 間 ： ～

策 定 日 ：

事業の現況

□　表流水　　□　ダム　　□　伏流水　　□　地下水　　☑　受水　　□　その他　　（複数選択可）　　

平 成 23 年 4 月 1 日

計 画 給 水 人 口 30,600

現 在 給 水 人 口 28,116

基本料金

～10㎥ 11～20㎥ 21～50㎥ 51㎥以上

家事用 1,200円 135円 160円 200円

営業用 1,250円 160円 200円 240円

官公署用 1,250円 160円 200円 240円

臨時用 2,300円 350円 350円 350円

共用 家事用 1,200円 135円 160円 200円

水道料金表

水道料金(1か月につき）（税抜き）

種別 用途
超過料金（1立方メートルにつき）

専用
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④ 組　織

　　＜組織体制＞（令和5年度末時点） ＜職員数・職種・年齢構成等＞

（２）

③財源についての取組

④その他の取組

これまでの主な経営健全化の取組

　2か月ごとの水道メーターの検針業務を民間へ委託し、人件費の削減を図るとともに、職員の事務作業の軽減を図りました。また、民間に委
託することにより、民間ノウハウなどを活用しています。
　配水場ごとの水質検査、法令に規定されている水質検査業務を民間へ委託しております。
　また、配水場24時間監視等業務、配水場の日常点検業務、地下タンク点検業務、自家用電気工作物保安管理業務を民間へ委託しており
ます。

①民間活用の取組

②町民サービスの取組

　料金収納業務は、口座振替や金融機関での窓口納付に加え、平成28年度から全国のコンビニエンスストアで納付することができるようにな
りました。
　また、令和3年4月1日からスマートフォン決済アプリを利用して水道料金を納付することが可能となり、料金収納方法の多様化を図ること
で、お客さまの利便性を高めています。
　今後も、お客さまのライフイベントで必要な手続きを中心に利便性を高めるとともに、手続きの合理化や簡便化など、お客さまサービスがよ
り向上する取組みを進める必要があります。
　

　業務の効率化により人件費の削減を図りました。
　また、県営水道の受水量に関して、県との契約水量を減らすことで受水費の削減を図っています。

　管路については、老朽化が進行すると濁水や漏水が増加するため、管路調査を行い、濁水や漏水箇所の早期発見及び修繕を行い、適正
な維持管理に努めています。今後とも管路を適正な状態で使用し続けるために、引き続き、計画的な漏水調査の実施と併せて、管路更新を
継続的に進める必要があります。
　配水場については、大規模修繕を未然に防ぐため定期的な点検や部品交換を行い、適正な維持管理に努めています。
　本町では、県水から浄水を受水しているため、浄水処理での電気エネルギーの使用はありませんが、配水池から高台や遠い地区まで送る
ため、24時間365日、配水ポンプ設備を稼働しており、電気エネルギーを消費しています。このため、省エネルギー対策をより一層推進する
必要があり、施設更新の際には、配水ポンプ設備を使用しない自然流下の配水池や施設の統廃合、省エネルギー型機器の導入検討といっ
たエネルギー消費の少ないランニングコストに配慮した施設づくりに取り組んでいきます。
　また、配水ポンプ圧送地区の一部を直結配水（本町の配水池を経由せずに県水を直接住民へ配水）に切替えることにより、配水ポンプ設
備の稼働率を下げ、省エネルギー対策に努めていきます。

　本町の水道事業では、令和5年度末時点で9名の職員数で運営しており、その年齢構成は、以下の図のようになります。

（人）

部長 課長 課長補佐 係長 主査 主事 主事補 合計

61歳～ 1 1

51～60歳 1 1 1 3

41～50歳 1 1

31～40歳 1 2 3

～30歳 1 1

合計 1 1 0 2 1 4 0 9
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（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

①経営の健全性・効率性

②老朽化の状況

＜経営指標の比較＞（令和4年度）

　管路経年化率は平均より低いものの、有形固定資産減価償却率は平均と同程度に、管路更新率は平均よりも低い水準となっています。今
後の老朽化に備え計画的な管路の更新が望まれます。

経営比較分析表（2022年度（令和4年度）決算）を活用し、本町の水道事業の現状を分析すると以下の通りです。

 　　　　　　※1 偏差値は、全国類似団体の平均（50）を基準値としています。
　　　　　　 ※2 レーダーチャート上の差異は、偏差値の差異であり絶対値ではありません。
　　　　　　 ※3 レーダーチャート上の管路経年化率は、偏差値が高いほど管路経年化率は低く、法定耐用年数を経過した管路が少ないことを示します。

　収益面を中心にみると、令和2年度は新型コロナウイルス感染症に伴う水道基本料金免除の影響等があり、経常収支比率や料金回収率で
平均値程度または平均値を下回る結果となりましたが、その後改善し、令和4年度でも同様の支援策を実施しながらも平均値を上回る結果と
なっています。
　老朽化の状況で後述するとおり、有形固定資産減価償却率は平均水準である一方、管路経年化率は平均を下回る水準であることから、現
状すぐに管路を更新する必要はないものの、今後想定される更新需要に備え、設備更新のための内部留保資金を確保できるよう経営基盤
を強化する必要があります。

　全国類似団体及び近隣の知多5町（阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町）を比較した場合の結果は以下のようになります。
　財政の状況に関する指標で比較すると、経常収支比率が高いことから収益性の高い運営ができていると言えます。また、流動比率、事業
収益対資金比率も高いことから、全国類似団体と比較して保有資金については優位性がある状況と言えます。
　ただし、料金回収率（長期前受金戻入考慮前）が近隣町と比較して低い点に特徴があります。これは供給単価が近隣町よりも低く、給水収
益以外の収入により賄われていることを意味しています。今後、適正な料金のあり方を検討し、料金回収率（長期前受金戻入考慮前）を改善
する必要があります。
　施設の状況に関する指標で比較すると、他町と比較して管路の老朽化は進んでおらず、有収率も高い状況であることから、更新の必要性
は低い状況にあると言えます。しかし、供給開始から60年経過しており、老朽化が徐々に進んでいることから、今後は施設や管路の更新を進
める必要性が高くなります。そのため、計画的な更新と資金の確保が必要となります。
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①有収率

②管路経年化率

③有形固定資産

減価償却率

④基幹管路耐震

適合率

⑤管路更新率

阿久比町

知多5町平均

全国類似団体平均

健全性

将来負担 老朽化の状況

＜財政の状況＞ ＜施設の状況＞

※3

使用グラフ
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①経常収支比率

②流動比率

③事業収益対資

金比率

④企業債残高対

給水収益比率

⑤１人あたり企業

債残高
⑥料金回収率

⑦料金回収率(長

期前受金戻入考

慮前)

⑧供給単価

⑨給水原価

阿久比町
知多5町平均
全国類似団体平均

料金の水準

資金の余力

経営の健全性

将来負担
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（１）

（２）

（３）

（４） 組織の見通し

　料金収入については、年間有収水量に、直近（令和4年度）の供給単価実績156.3円/㎥を乗じて算出しています。（ただし、新型コロナウイ
ルス感染症による基本料金の免除額を考慮して供給単価を算出しています。）　令和11年度までは料金収入が増加しますが、その後は給水
人口や水需要の減少に伴い、料金収入は減少する見通しで、厳しい経営環境になると予想されます。

料金収入の見通し

　本町の水道事業では、令和5年度末時点で9名の職員数で運営しており、水道施
設の維持管理のみならず、検針業務などを民間委託することにより、事業の効率的
な運営を図っています。
　年齢構成は現状では30歳代と50歳代が最も多く、世代ごとの配置人数に差があ
るほか、今後10年間で50歳代の職員が退職するため熟練職員の減少が危惧され
ます。このため、水道事業を適切に維持・継続していくためには、熟練職員がこれま
で培ってきた技術やノウハウを次世代の職員に確実に継承できるよう、職員の適切
な配置や年齢構成の適正化を図るとともに、若手職員の育成を計画的に行っていく
必要があります。
　また、本町上下水道課の職員には、お客さまのニーズや現場で発生する様々な
状況に的確に対応することや健全な事業経営に対する創意工夫などがより一層求
められていることから、職員一人ひとりの能力を向上させるため、研修体制を充実さ
せます。

　本町の水需要は、生活用水量、業務営業用水量、その他水量で構成されています。なお、生活用水量は、上記の給水人口予測値と一人
一日当たりの水道使用量予測値の227L/日・人により算出しております。
　年間有収水量は令和4年度の約279万㎥から令和6年度に約288万㎥とピークを迎え、以降は人口減少に伴い水需要も減少となり令和41年
度には約273万㎥となる見込みです。

２．将来の事業環境

給水人口の予測

水需要の予測

　本町の行政区域内人口は、住宅開発の進展により、これまで
継続的に増加しており、近年の本町の人口動態を踏まえ、国の
将来人口推計ワークシートにより国立社会保障・人口問題研究
所の推計に準拠して将来行政区域内人口を推計すると、令和12
年度に増加のピークを迎え、その後は減少に転じる見込みと
なっています。
　また、給水人口については、令和2年度以前は増加傾向を示し
ていたが、令和2年度から令和12年度までは約28,500人で横ば
い傾向となっています。その後は減少傾向に転じ、令和42年度
に約27,400人になると見込んでいます。

今後10年間で

退職する世代

0

1

2

3

4

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

（人）

【上下水道課（上水道）職員の年齢構成（令和5年度）】

今後10年間で退職

する世代
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

　　工種別の更新基準      管種別の更新基準

　  更新基準適用による更新費用平準化効果

　本町の水道事業は令和元年度に作成しました水道ビジョンにおいて、今後とも安
全・安心な水道水を将来にわたって供給し続け、近年の水道事業を取り巻く社会情
勢への対応や災害に強い水道を目指し、『安全な暮らしをいつまでも あぐいの水
道』を基本理念としております。
　この基本理念に基づき、「安全で安心な水の提供（安全）」、「くらしを支えるための
強い水道の実現（強靭）」、「いつまでも健全な水道サービスの持続（持続）」を水道
ビジョンの将来像を実現するための取組の方向性を示す基本目標として設定してお
ります。

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

①　収支計画のうち投資についての説明

　水道施設を計画的に更新し、この資産を健全な状態で次世代に引き継いでいくことは現世代の責務であり、水道事業の運営・管理を担って
いる水道事業者の役割は特に重要です。既存の水道施設の老朽化が進行し、大規模な更新ピークを迎えつつある今、水道施設の計画的な
更新は喫緊の課題となっています。
　このことを踏まえ、中長期的な財政収支に基づき、施設の更新などを計画的に実行し、持続可能な水道を実現するために、施設のライフサ
イクル全体にわたって効率的かつ効果的に事業運営することが不可欠です。これを組織的に実践する活動をアセットマネジメントといいま
す。本町においては、「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（厚生労働省水道課（平成21年7月））に準拠し、ア
セットマネジメントを進めていきます。
　また、料金収入については使用水量の減少に伴い減少することが予想されるため、更新工事に必要な資金を十分に確保できないおそれが
あります。
　このような状況の中、更新工事を着実に進めるためには、水道事業経営に係る経費を抑制し、経営の効率化を図ることが重要です。
　さらに、適正な維持管理による水道施設の長寿命化や重要度の高い施設から優先的に更新工事を実施することにより、更新費用の抑制
及び平準化を図る必要があります。
　このため、施設更新については、会計上の減価償却期間を表した法定耐用年数ではなく、施設を法定耐用年数よりも長期間使用すること
を前提とした「アセットマニュアル(※1）による更新基準」及び近隣市町の更新基準を参考に設定しました。

目 標
水道施設を適切に管理することによって施設の延命化を図るとともに、日常生活に不可欠な設備としての水道を確
保するため、耐震化・更新工事を計画的に推進していきます。

アセット

マニュアル※1

建築 50 70 70

土木 60 73 73

電気 20 25 25

機械 15 24 24

計装 10 21 21

工種 法定耐用年数 更新基準
アセット

マニュアル※1

GP、SGP 40 40

NCP、SP 60 60

SUS 60 60

VP 40 40

VP(RR)、HIVP、

HIVP(RR)

VLP 60 60

PP 40 40

HPPE 60 60

DIP、DIP(A)、DIP(K) 60 60

DIP(SⅡ)、DIP(NS) 80 80

DIP(GX) 80 100

不明 40 40

40

60 60

工種 法定耐用年数 更新基準

2023年～2027年 2028年～2032年 2033年～2037年 2038年～2042年 2043年～2047年 2048年～2052年 2053年～2057年 2058年～2062年

管路 2.8 6.5 9.4 11.1 6.8 7.7 18.5 23.4

構造物及び設備 1.9 4.5 7.1 1.0 0.8 1.3 0.4 1.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

更
新
需
要
（
億
円
）

R5～R20（16ヵ年）

年平均※22.2億円/年

R21～R44（24ヵ年）

年平均2.9億円/年

管路：86.2億円

設備：18.0億円

（計）104.2億円

※1 アセットマニュアルによる更新基準は「簡易支援ツールを使用

したアセットマネジメントの実施マニュアル Ver2.0 資料別添」

による。

※2 2023年（R5）～2038年（R20）は、事業計画の事業費の平均値とする。

5 / 9 ページ



＜収益的収支（当期純損益）の予測値＞

＜資金残高の予測値＞

＜企業債残高の予測値＞

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

・ 人件費、維持管理費：過去5ヵ年実績の平均値に物価上昇率0.7％を乗じた額
・ 受水費：給水量に応じた受水量と承認基本水量の見込みから算出した額
・ 減価償却費：令和4年度までの既得資産の減価償却費の見込額と、令和5年度以降に取得する資産（管路・施設・物品など）の減価
   償却費の見込額を合算した額
・ 企業債利息：既往債及び令和6年度以降の新債に係る支払利息見込額

目 標
①収益的収支（当期純損益）の継続的な黒字を維持します。
②資金残高を6億円以上確保します。

②　収支計画のうち財源についての説明

　今後増加すると見込まれる更新需要や必要な事業に充てる運転資金を確保するため、継続的に健全な収支バランスを維持（当期純利益を
確保）します。
　また、安定した経営を行うためには運転資金を確保することが重要であるため、令和8年度と令和13年度にそれぞれ料金改定率を10％とし
て財政シミュレーションを行いました。そして、現在の年間給水収益の1年分と大規模災害時における復旧費用を見込んだ6億円以上を最低
限保有すべき資金残高として確保することを目指します。
　収支計画においては、給水人口が一定期間横ばいで推移することが予測されることから、収益的収支は継続的に黒字を予測しているもの
の、今後、施設の更新がさらに必要であるため資金残高は減少していき、令和16年度には6億円近くになり、以降この傾向が続くと、事業経
営が成り立たなくなる見通しです。このため、有収水量の動向など今後の事業環境を注視し、料金改定や企業債発行などの資金調達方針に
ついて、検討が必要です。

　各費用は、下記のとおりで将来の発生額を推計しております。　その他の費用は過去5ヵ年実績の平均値で算出しています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

　計画期間を10年間と設定していますが、経営戦略で掲げた取組みの効果や状況について、毎期決算後
の計画値と実績値の比較により進捗状況の把握を行い、著しい乖離が生じ、計画通りに進まないことが判
明した場合には計画の見直しが必要となります。
　また、広域化や料金水準の見直しなどの新たな取組みが具体化するなど水道事業を取り巻く環境の変
化が生じた場合には、その内容を追加し、計画に反映します。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　今後の水需要の動向に注視しながら、施設更新の際に最適な施設規模を検討します。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　今後の水需要の動向に注視しながら、施設更新の際に最適な施設規模を検討します。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等による
収 入 増 加 の 取 組

そ の 他 の 取 組
　令和元年7月に策定済みの水道ビジョンも活用し、適切な時期・規模の更新投資を行い、安定的な経営
を目指します。

　老朽化した施設・管路の更新及び耐震化などの投資に必要な財源確保のために企業債の発行は不可
欠です。　しかし、企業債は基本的に料金収入を原資として償還するものであることから、将来世代に過
重な負担を強いることがないよう、経営戦略の投資計画を基に、支払利息を抑制するよう借入方法や条件
を検討します。

　繰出基準に基づき整理を行うとともに、経費削減などでなるべく低い水準に抑えられるよう努力します。

　
＜資金残高と供給単価＞

  「県水道南部ブロック協議会」に所属し、定期的な会議を通して、情報共有と意見交換を実施します。広 域 化

　資産を適正に管理し、有効活用を検討します。

そ の 他 の 取 組 　今後予定している事業について、国や県の補助金の活用や交付金措置の利用などを検討します。

企 業 債

繰 入 金

　民間のノウハウなどを活用するため、滞納整理、開閉栓業務などの外部委託について検討し、効率的な
経営と事業運営の活性化を図ります。

　定期的にアセットマネジメントを実施して、今後の事業運営の方向性を検討します。
　具体的には、中長期的な財政収支に基づき施設の更新などを計画的に実行し、持続可能な水道を実現
するために、施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的に事業運営することが不可欠です。
これを組織的に実践する活動をアセットマネジメントといいます。本町においては、「水道事業におけるア
セットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（厚生労働省水道課（平成21年7月））に準拠し、アセットマ
ネジメントを進めていきます。

民間の資金・ノウハウ等の
活 用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

アセットマネジメントの充実
（施設・設備の長寿命化等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　現在の水道施設を対象に更新費用を算出した
結果、従前の工事費より約2.2倍の費用が見込
まれ、資金残高の見通しに示す通り、令和12年
度に6億円を下回り、令和15年度に資金不足に
なる見通しです。その中で、投資目標や財政目
標を達成するために、適正な料金のあり方を検
討します。
　料金の算定にあたっては、上述のアセットマネ
ジメントを行い、安定した経営を行うために必要
な6億円以上を確保するための方法の一つとし
て、令和8年度と令和13年度にそれぞれ料金改
定率を10％として財政シミュレーションを行いま
した。
　その結果、計画期間内における資金残高6億
円以上を確保できる見通しとなります。
　今後は、経営の効率化を図り、財源を確保す
るとともに、経営状況を正確に予測した上で、適
正な料金水準の見直しについて検討していきま
す。
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様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）（税抜き）

年　　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 予 算 ）

１． (A) 389,990 439,105 431,453 451,223 473,415 497,013 495,981 496,325 496,669 545,998 543,918 543,350 542,783
(1) 378,402 426,656 422,343 438,109 460,301 483,899 482,867 483,211 483,555 532,884 530,804 530,236 529,669
(2) (B) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 11,588 12,449 9,109 13,114 13,114 13,114 13,114 13,114 13,114 13,114 13,114 13,114 13,114

２． 169,125 110,318 129,882 106,947 106,324 105,666 104,503 102,929 101,439 98,105 98,517 96,875 95,144
(1) 60,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 99,171 97,813 96,653 94,186 93,563 92,905 91,742 90,168 88,678 85,344 85,756 84,114 82,383
(3) 9,570 12,505 33,229 12,761 12,761 12,761 12,761 12,761 12,761 12,761 12,761 12,761 12,761

(C) 559,115 549,423 561,335 558,170 579,739 602,679 600,484 599,254 598,108 644,103 642,435 640,225 637,927
１． 482,015 484,947 526,578 512,454 527,140 530,637 531,988 533,170 530,772 528,046 534,215 541,877 547,914
(1) 37,893 44,166 46,134 43,480 43,778 44,077 44,417 44,715 45,013 45,354 45,652 45,652 45,652

18,814 20,893 21,249 19,659 19,796 19,935 20,074 20,215 20,356 20,499 20,642 20,787 20,932
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,079 23,273 24,885 23,821 23,982 24,142 24,343 24,500 24,657 24,855 25,010 24,865 24,720
(2) 264,170 259,453 293,715 274,544 286,740 287,929 288,675 289,607 290,443 291,602 292,173 292,709 293,044

9,774 7,110 13,252 7,535 7,588 7,641 7,694 7,748 7,802 7,857 7,912 7,967 8,023
20,861 23,089 35,226 25,016 25,191 25,367 25,545 25,724 25,904 26,085 26,268 26,452 26,637

97 118 1,044 276 278 280 282 284 286 288 290 292 294
233,438 229,136 244,193 241,717 253,683 254,641 255,154 255,851 256,451 257,372 257,703 257,998 258,090

(3) 179,952 181,328 186,729 194,430 196,622 198,631 198,896 198,848 195,316 191,090 196,390 203,516 209,218
２． 9,020 3,122 2,863 5,890 6,917 7,880 8,799 9,694 10,696 13,045 15,965 19,191 21,722
(1) 3,339 3,102 2,862 4,192 5,219 6,182 7,101 7,996 8,998 11,347 14,267 17,493 20,024
(2) 5,681 20 1 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698 1,698

(D) 491,035 488,070 529,441 518,344 534,057 538,517 540,787 542,864 541,468 541,091 550,180 561,068 569,636
(E) 68,080 61,353 31,894 39,826 45,682 64,162 59,697 56,390 56,640 103,012 92,255 79,157 68,291
(F) 998 867 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(G) 0 221 2 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
(H) 998 646 △ 1 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147 △ 147

69,078 61,999 31,893 39,679 45,535 64,015 59,550 56,243 56,493 102,865 92,108 79,010 68,144
(I) 198,423 240,231 287,162 326,841 372,376 436,391 495,941 552,184 608,677 711,542 803,650 882,660 950,804
(J) 1,411,265 1,450,835 1,004,633 883,256 940,669 1,001,106 1,054,754 1,105,110 1,029,328 959,649 835,080 763,781 696,486

97,569 107,054 115,642 120,941 126,889 133,214 132,937 133,029 133,121 146,343 145,786 145,634 145,482
(K) 141,869 306,544 68,486 65,762 67,717 68,177 65,202 65,664 65,469 68,571 71,544 74,439 77,471

14,798 15,038 15,283 15,532 15,785 16,042 12,919 13,213 12,864 15,762 18,617 21,439 24,425
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76,397 285,562 46,288 43,315 45,017 45,220 45,368 45,536 45,690 45,894 46,012 46,085 46,131
( I )

(A)-(B)

(L) － － － － － － － － － － － － －

(M) 389,990 439,105 431,452 451,223 473,415 497,013 495,981 496,325 496,669 545,998 543,918 543,350 542,783

－ － － － － － － － － － － － －

(N) － － － － － － － － － － － － －

(O) － － － － － － － － － － － － －

(P) － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － － －

令和16年度

－

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 収 益

令和7年度 令和12年度 令和13年度 令和15年度令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

そ の 他

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）

収

益

的

支

出

営 業 費 用

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

令和14年度

流 動 資 産
う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

職 員 給 与 費

(E)+(H)

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） －－ － － － － － － － － － －

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）（税込み）
年　　　　　度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 予 算 ）

１． 0 0 105,087 85,001 81,093 78,463 76,213 79,835 169,667 207,942 231,362 187,879 180,450

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 25,886 19,953 19,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

７． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

８． 6,919 51,944 7,205 9,361 9,361 9,361 9,361 9,361 9,361 9,361 9,361 9,361 9,361

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 32,805 71,897 132,210 94,362 90,454 87,824 85,574 89,196 179,028 217,303 240,723 197,240 189,811

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 32,805 71,897 132,210 94,362 90,454 87,824 85,574 89,196 179,028 217,303 240,723 197,240 189,811

１． 170,160 353,847 481,270 221,065 210,818 203,919 198,015 207,492 442,753 542,986 604,315 490,417 470,949

14,099 13,655 14,133 15,566 15,675 15,785 15,895 16,006 16,118 16,231 16,345 16,459 16,574

２． 14,561 14,797 15,039 15,283 15,532 15,785 16,042 12,919 13,213 12,864 15,762 18,617 21,439

３． 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 841 0 1,814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 185,562 368,644 498,123 236,349 226,351 219,705 214,058 220,412 455,967 555,851 620,078 509,035 492,389

(E) 152,757 296,747 365,913 141,987 135,897 131,881 128,484 131,216 276,939 338,548 379,355 311,795 302,578

１． 127,017 255,786 308,937 124,156 119,008 115,629 112,779 114,659 239,005 291,512 326,754 269,559 262,122

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 25,740 40,961 56,976 17,831 16,889 16,252 15,705 16,557 37,934 47,036 52,601 42,236 40,456

(F) 152,757 296,747 365,913 141,987 135,897 131,881 128,484 131,216 276,939 338,548 379,355 311,795 302,578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 197,363 182,566 272,613 342,331 407,892 470,570 530,741 597,657 754,111 949,189 1,164,789 1,334,051 1,493,062

○他会計繰入金 （単位：千円）（税込み）
年　　　　　度

区　　　　　分

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令和16年度

令和16年度

令和15年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和14年度令和12年度 令和13年度

そ の 他

計

令和15年度

資

本

的

収

入

令和10年度 令和11年度

計

そ の 他

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和14年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和8年度令和7年度令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度



供用開始年月日 昭 和 39 年 8 月 1 日

給水人口 28,343　人

計算期間 自 令和8年4月 至 令和 13年3月

（　5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

426,656 478,767 478,767

0 0 0

12,449 13,114 0 13,114

439,105 491,881 0 491,881

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 4,866 5,379 0 5,379

諸 手 当 2,627 2,904 0 2,904

福 利 費 809 894 0 894

7,352 8,127 0 8,127

22,881 25,294 0 25,294

0 0 0 0

205,353 227,008 0 227,008

243,888 269,606 0 269,606

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

項 目

取
水
・
貯
水
及
び
導
水
費

人

件

費

給 料

用 水 費

減 価 償 却 費

そ の 他

光 熱 水 費 ・ 動 力 費

修 繕 費

金　　　　　　　　額

小 計

そ の 他

小 計

浄
水
及
び
送
水
費

人
件
費

収　　入　　の　　部

項 目

料 金 (X)

金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部

配
水
及
び
給
水
費

人
件
費

光 熱 水 費 ・ 動 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

原価計算表

浄 水 用 薬 品 費

光 熱 水 費 ・ 動 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費



　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

項 目

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

給 料 17,118 18,923 0 18,923

諸 手 当 12,972 14,340 0 14,340

福 利 費 5,774 6,383 0 6,383

271 300 0 300

1,352 1,495 0 1,495

0 0 0 0

208 230 0 230

0 0 0 0

3,102 3,429 0 3,429

181,328 200,450 91,411 109,039

22,057 24,383 4,363 20,020

244,182 269,933 95,774 174,159

488,070 539,539 95,774 443,765

0

443,765

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 1.08

＜料金水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、使用者
負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正かつ効率的、
効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」（公益社団法人日本水
道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

資 産 維 持 費 （ Z ）

給
水
装
置
工
事
費

そ の 他

光 熱 費

修 繕 費

公 課

そ の 他

人
件
費

材 料 費

令和4年1月25日付総務省通知『「経営戦略」の推進について』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を用いて、投資・財政計画をもと
に、料金水準の算定を行いました。
算定の結果、対象経費に対する料金収入割合は108%となり、料金査定期間においては、料金収入が料金対象経費を上回っている状況ですが、今後
の設備の老朽化の更新、修繕等の資金を確保していく必要があるので引き続き適正な料金のあり方を検討する必要があります。
なお、本計算表作成の際の留意事項は、下記のとおりです。

【留意事項：収入の部】
本計算表（対象経費に対する料金収入の割合の算出）の趣旨を考慮し、収入・その他費欄には営業収益のみを計上しています。

【留意事項：支出の部】
本町においては、R5年度にアセットマネジメントを実施し将来の更新費用や修繕費、減価償却費等を算定しました。
そのため、資産維持費については、施設の維持等のために必要となる建設、改良、再構築及び企業債の償還等に充当されるべき額をアセットマネジメ
ントにおいて算定していることから、減価償却費や修繕費、支払利息等が資産維持費を含んだ金額となっています。よって、資産維持費（Z）欄で別掲
はしていません。また、減価償却費の公費負担分（Ｂ）欄には、公的資金の負担分を収益として認識し減価償却費と対応させるために長期前受金戻入
額の平均値を計上しています。さらに、対象経費に対する料金収入割合の計算をする上で、材料売却原価を経費から控除する必要があるため、計算
の便宜上、一般管理費・　その他の公費負担分（B）の欄に材料売却原価を記載しています。

小 計

合 計 (Y)

備 消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

小 計

一
　
般
　
管
　
理
　
費

人
件
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費


